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(57)【要約】
【課題】コネクタの大型化を伴うことなく、回路基板の
実装面からの端子の接続部の剥離ひいてはコネクタの外
れを良好に防止できる回路基板用電気コネクタを提供す
る。
【解決手段】複数の端子は、信号端子４０と電源端子５
０とを有し、該電源端子５０は、ハウジング２０の側壁
２１に保持される被保持部５２を有し、該被保持部５２
は、該被保持部５２の板厚方向に対して直角な端子幅方
向での両側縁で上記側壁２１により圧入保持されている
回路基板用電気コネクタ１において、上記側壁２１は、
上記電源端子５０の被保持部５２と対応する位置に段状
の被係止部２１Ｃを有し、上記電源端子５０の被保持部
は５２、上記被係止部２１Ｃに対してコネクタ高さ方向
で係止可能な係止部５２Ｂを有している。
【選択図】図７
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路基板の実装面に配される回路基板用電気コネクタであって、
　上記実装面に対して平行な一方向を配列方向として配列される金属板製の複数の端子と
、該複数の端子を配列保持するハウジングとを有し、
　上記ハウジングは、上記実装面に対して直角なコネクタ高さ方向に起立するとともに上
記配列方向に延びる側壁を有し、
　上記複数の端子は、信号端子と電源端子とを有し、
　該電源端子は、上記側壁に保持される被保持部を有し、
　該被保持部は、該被保持部の板厚方向に対して直角な端子幅方向での両側縁で上記側壁
により圧入保持されている回路基板用電気コネクタにおいて、
　上記側壁は、上記電源端子の被保持部と対応する位置に段状の被係止部を有し、
　上記電源端子の被保持部は、上記被係止部に対してコネクタ高さ方向で係止可能な係止
部を有していることを特徴とする回路基板用電気コネクタ。
【請求項２】
　上記係止部は、上記被保持部の板面から切り起こされた弾性片として形成されているこ
ととする請求項１に記載の回路基板用電気コネクタ。
【請求項３】
　上記電源端子は、板厚方向に屈曲した形状をなしており、上記被保持部の板厚方向が上
記ハウジングの側壁の壁厚方向と一致するようにして該側壁に保持されていることとする
請求項１又は請求項２に記載の回路基板用電気コネクタ。
【請求項４】
　上記被保持部は、端子幅方向での該被保持部の範囲内に複数形成されていることとする
請求項１ないし請求項３のいずれかに記載の回路基板用電気コネクタ。
【請求項５】
　上記端子は、該端子の長手方向の一端側に回路基板の実装面への接続のための接続部そ
して他端側に相手接続体との接触のための接触部が形成されており、
　上記接続部と上記接触部とは、上記ハウジングの側壁の壁厚方向で異なって位置してお
り、
　上記電源端子の接続部は、上記信号端子の接続部よりも、上記側壁の壁厚方向で該信号
端子の接触部側に位置していることとする請求項１ないし請求項４のいずれかに記載の回
路基板用電気コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回路基板の実装面に配される回路基板用電気コネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　回路基板用コネクタとして、例えば、特許文献１のプラグコネクタが知られている。該
プラグコネクタは、上方からレセプタクルコネクタが嵌合接続されるとともに、上記実装
面に対して平行な方向で相手コネクタとの位置ずれを端子の弾性変位により許容する、い
わゆるフローティングコネクタである。
【０００３】
　該プラグコネクタのハウジングは、端子を介して回路基板に固定される固定ハウジング
と、該固定ハウジングとは別部材として形成され該固定ハウジングに対して可動な可動ハ
ウジングを有している。該可動ハウジングは、その長手方向（端子の配列方向）での両端
部に、後述の抜止金具へ下方から当接可能な抜止突起が形成されている。
【０００４】
　また、複数の端子は、ハウジングの長手方向を配列方向として配列された幅狭端子（プ
ラグコンタクト）と上記配列方向での該幅狭端子の配列範囲の両側に一つずつ設けられた
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幅広端子（幅広プラグコンタクト）とを有している。これらの端子は、該端子の長手方向
の一端側に上記実装面に半田接続される接続部（テール部）と、他端側にレセプタクルコ
ネクタとの接触のためのＵ字状部が形成されている。さらに、該端子の中間部には、上記
接続部から上方へ延び固定ハウジングに保持される被保持部（固定部）と、該被保持部と
上記逆Ｕ字状部との間で湾曲して延びる弾性変位可能な弾性部（弾性変形部）とを有して
いる。上記逆Ｕ字状部そして上記固定部は、その両側縁でそれぞれ可動ハウジングそして
固定ハウジングに圧入されて保持されている。
【０００５】
　また、上記端子の配列方向でのプラグコネクタの両端部には、上記可動ハウジングの所
定量以上の上方への移動を規制するための抜止金具が設けられている。該抜止金具は、上
記可動ハウジングの抜止突起の上方に位置する抜止板部と、該抜止板部の両端から下方へ
延び固定ハウジングに保持される固定部と、該固定部の下端で屈曲されて延び回路基板の
実装面に半田接続されるテール部とを有している。
【０００６】
　一般に、回路基板用コネクタにおいては、相手コネクタが抜出される際に、端子には、
相手端子との摩擦等に起因して抜出方向へ向けた外力が作用する。この外力が大きいと、
端子の接続部が回路基板の実装面からの剥離してしまうおそれがあるので、回路基板用コ
ネクタは、上記接続部の剥離を防止すべく、上記外力に対抗するための構成を有している
ことが望ましい。
【０００７】
　例えば、特許文献１のプラグコネクタでは、端子の配列範囲外に上述の抜止金具を設け
ることで上記実装面からの端子の剥離を防止している。具体的には、コネクタ抜出時、レ
セプタクルコネクタが上方へもち上げられると、プラグコネクタでは、端子の弾性部の弾
性変位を伴いながら可動ハウジングが上方へ移動することとなるが、この移動は、可動ハ
ウジングの抜止突起が抜止金具の抜止板部へ下方から当接することにより所定量に規制さ
れる。この結果、固定ハウジングひいては端子がそれ以上もち上げられることはなく、回
路基板の実装面から端子の接続部が剥離してプラグコネクタが外れることが防止される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１７－１２０６９６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　一般に、回路基板用コネクタにおいては、端子の配列方向での小型化が要求されること
が多い。しかし、特許文献１のプラグコネクタは、上述のように端子の配列範囲外に抜止
金具を設けたことにより、その分、コネクタが上記配列方向に大型化してしまう。
【００１０】
　本発明は、かかる事情に鑑み、コネクタの大型化を伴うことなく、回路基板の実装面か
らの端子の接続部の剥離ひいてはコネクタの外れを良好に防止できる回路基板用電気コネ
クタを提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明に係る回路基板用電気コネクタは、回路基板の実装面に配される回路基板用電気
コネクタであって、上記実装面に対して平行な一方向を配列方向として配列される金属板
製の複数の端子と、該複数の端子を配列保持するハウジングとを有し、上記ハウジングは
、上記実装面に対して直角なコネクタ高さ方向に起立するとともに上記配列方向に延びる
側壁を有し、上記複数の端子は、信号端子と電源端子とを有し、該電源端子は、上記側壁
に保持される被保持部を有し、該被保持部は、該被保持部の板厚方向に対して直角な端子
幅方向での両側縁で上記側壁により圧入保持されている。
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【００１２】
　かかる回路基板用電気コネクタにおいて、本発明では、上記側壁は、上記電源端子の被
保持部と対応する位置に段状の被係止部を有し、上記電源端子の被保持部は、上記被係止
部に対してコネクタ高さ方向で係止可能な係止部を有していることを特徴としている。
【００１３】
　本発明では、電源端子の被保持部は、ハウジングの側壁の被係止部に対してコネクタ高
さ方向で係止可能な係止部を有している。このように電源端子の被保持部に係止部を設け
ることにより、コネクタ抜出時にて、該係止部が上記被係止部に対してコネクタ高さ方向
で係止し、その係止力で、コネクタが相手コネクタから受けるコネクタ抜出方向での外力
に対抗する。また、上記係止部は電源端子に設けられているので、従来のように、コネク
タ抜出方向での外力に対抗するための金具を、端子配列範囲外に別途設ける必要がなく、
コネクタが端子の配列方向で大型化することはない。
【００１４】
　本発明において、上記係止部は、上記被保持部の板面から切り起こされた弾性片として
形成されていてもよい。このように被係止部を弾性片として形成することにより、該係止
部は、被保持部の幅方向で該被保持部の範囲内に形成されることとなる。したがって、該
幅方向で被保持部を大きくすることなく、十分な係止面積をもつ被係止部を形成できる。
【００１５】
　本発明において、上記電源端子は、板厚方向に屈曲した形状をなしており、上記被保持
部の板厚方向が上記ハウジングの側壁の壁厚方向と一致するようにして該側壁に保持され
ていてもよい。側壁の壁厚方向での被保持部の寸法は該被保持部の板厚寸法であり小さい
。したがって、上記被保持部の板厚方向が上記側壁の壁厚方向と一致していることにより
、該側壁の壁厚を大きくすることなく該壁厚の範囲内に被保持部を位置させることができ
るので、コネクタが上記壁厚方向で大型化することがない。
【００１６】
　本発明において、上記被保持部は、端子幅方向での該被保持部の範囲内に複数形成され
ていることとしてもよい。このように、端子幅方向で被保持部を複数形成することにより
、ハウジングの被係止部との係止面積を大きくすることができ、コネクタ抜出方向での外
力に対してより強固に対抗できる。
【００１７】
　本発明において、上記端子は、該端子の長手方向の一端側に回路基板の実装面への接続
のための接続部そして他端側に相手接続体との接触のための接触部が形成されており、上
記接続部と上記接触部とは、上記ハウジングの側壁の壁厚方向で異なって位置しており、
上記電源端子の接続部は、上記信号端子の接続部よりも、上記側壁の壁厚方向で該信号端
子の接触部側に位置していることとしてもよい。電源端子の接続部をこのように位置させ
ることにより、コネクタが上記壁厚方向で大型化することを回避できる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明は、以上のように、ハウジングの側壁の被係止部に対してコネクタ高さ方向で係
止可能な係止部を電源端子の被保持部に設け、該係止部と該被係止部との係止により、コ
ネクタ抜出時にコネクタ抜出方向で端子に作用する外力に対抗することとした。したがっ
て、従来のように、該外力に対抗するための金具を端子配列範囲外に別途設ける必要がな
いので、端子の配列方向でのコネクタの大型化を伴うことなく、回路基板の実装面からの
端子の接続部の剥離ひいてはコネクタの外れを良好に防止できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の実施形態に係るプラグコネクタとこれに嵌合接続されるレセプタクルコ
ネクタとを有するコネクタ組立体の外観斜視図であり、（Ａ）は嵌合接続前、そして（Ｂ
）は嵌合接続後の状態を示している。
【図２】図１の両コネクタの信号端子の位置での断面斜視図であり、図２（Ａ）は図１（
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Ａ）に対応する嵌合接続前、図２（Ｂ）は図１（Ｂ）に対応する嵌合接続後の状態を示し
ている。
【図３】図１の両コネクタの信号端子の位置における断面図であり、図１（Ａ）に対応す
る嵌合接続前の状態を示している。
【図４】図１の両コネクタの信号端子の位置における断面図であり、図１（Ｂ）に対応す
る嵌合接続後の状態を示している。
【図５】図１（Ａ）に示されるコネクタ嵌合接続前の両コネクタのそれぞれから一対の信
号端子を抽出して示す斜視図である。
【図６】図１（Ａ）に示されるコネクタ嵌合接続前の両コネクタのそれぞれから一対の電
源端子を抽出して示す斜視図である。
【図７】レセプタクルコネクタの電源端子の位置における一部を拡大して示した断面斜視
図であり、該電源端子の被保持部の近傍を示している。
【図８】（Ａ）は、レセプタクルコネクタの一対の信号端子を示す斜視図であり、図５の
信号端子とは端子配列方向で反対側から見た状態で示しており、（Ｂ）は、（Ａ）に示さ
れる一対の端子のうちの一方の信号端子がハウジングに保持された状態を示す断面図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、添付図面にもとづき、本発明の実施の形態について説明する。
【００２１】
　図１（Ａ），（Ｂ）は、本発明の実施形態に係るプラグコネクタとこれに嵌合接続され
るレセプタクルコネクタとを有するコネクタ組立体の外観斜視図であり、図１（Ａ）は嵌
合接続前、そして図１（Ｂ）は嵌合接続後の状態を示している。図２（Ａ），（Ｂ）は、
両コネクタ（プラグコネクタ及びレセプタクルコネクタ）の端子配列方向での信号端子の
位置における断面斜視図であり、図２（Ａ）は嵌合接続前、図２（Ｂ）は嵌合接続後の状
態を、端子配列方向に対して直角な断面で示している。図３及び図４は、両コネクタの端
子配列方向での信号端子の位置における断面図であり、図３は嵌合接続前、図４は嵌合接
続後の状態を、端子配列方向に対して直角な断面で示している。
【００２２】
　本実施形態では、プラグコネクタ１と該プラグコネクタに嵌合接続される相手コネクタ
（相手接続体）としてのレセプタクルコネクタ２とでコネクタ組立体が構成されている。
プラグコネクタ１及びレセプタクルコネクタ２は、それぞれ異なる回路基板へ実装される
回路基板用電気コネクタである。
【００２３】
　図１に見られるように、プラグコネクタ１は、上下方向（Ｚ軸方向）に直角な実装面を
もつ回路基板Ｐ１上の該実装面に配され、レセプタクルコネクタ２は、コネクタ幅方向（
Ｘ軸方向）に直角な実装面をもつ回路基板Ｐ２上の該実装面に配される。両コネクタは、
図１（Ａ），（Ｂ）に見られるように、回路基板Ｐ１と他の回路基板Ｐ２の実装面同士が
互いに直角をなす姿勢のもとで、上下方向（Ｚ軸方向）を接続方向として嵌合接続される
。具体的には、図１（Ａ），（Ｂ）に見られるように、プラグコネクタ１の上方からレセ
プタクルコネクタ２が嵌合接続されるようになっている。本実施形態では、レセプタクル
コネクタ２がプラグコネクタ１の相手コネクタ（相手接続体）であるとしているが、レセ
プタクルコネクタ２からするとプラグコネクタ１が相手コネクタ（相手接続体）となるこ
とは言うまでもない。
【００２４】
　プラグコネクタ１は、上下方向（Ｚ軸方向）をコネクタ高さ方向としており、回路基板
Ｐ１の実装面に対して平行な一方向（Ｙ軸方向）を長手方向として延びるプラグハウジン
グ１０と、該長手方向を端子配列方向としてプラグハウジング１０に配列保持されるプラ
グ信号端子４０およびプラグ電源端子５０（以下、両者を区別する必要がないときは単に
「プラグ端子４０，５０」という）とを有している。プラグ信号端子４０は、端子配列方
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向（Ｙ軸方向）でのプラグハウジング１０の中間範囲に複数配列されており、プラグ電源
端子５０は、端子配列方向でのプラグ信号端子４０の配列範囲の両側に設けられている。
【００２５】
　プラグハウジング１０は、プラグ端子４０，５０を介して回路基板へ取り付けられる固
定ハウジング２０と、該固定ハウジング２０とは別部材として形成され該固定ハウジング
２０に対して可動な可動ハウジング３０とを有している。
【００２６】
　本実施形態では、プラグコネクタ１は回路基板Ｐ１の実装面に平行な方向をなし端子配
列方向に対して直角なコネクタ幅方向（Ｘ軸方向）で対称に作られている。電気絶縁材料
で作られた固定ハウジング２０は、プラグコネクタ１の高さ方向である上下方向にて可動
ハウジング３０の下半部と重複する範囲をもって位置し、上下方向に見て可動ハウジング
３０の後述の嵌合部３１を囲むように設けられており、端子配列方向（Ｙ軸方向）を長手
方向として延びる略直方体外形をなしている。
【００２７】
　固定ハウジング２０は、図１（Ａ），（Ｂ）に見られるように、端子配列方向で可動ハ
ウジング３０を含む範囲にわたって延びる二つの固定側側壁２１と、コネクタ幅方向に延
び固定側側壁２１の端部同士を連結する二つの固定側端壁２２とを有している。
【００２８】
　固定側側壁２１は、図１（Ａ），（Ｂ）に見られるように、端子配列方向での両端部（
プラグ電源端子５０を含む範囲に位置する部分）が中間部（プラグ信号端子４０の配列範
囲を含んで位置する部分）よりも、外側面がコネクタ幅方向で外側に位置している。該固
定側側壁２１は、プラグ信号端子４０の固定側被保持部４２を圧入保持するための固定側
信号端子保持部２１Ａ（図３参照）及びプラグ電源端子５０の固定側被保持部５２を圧入
保持するための固定側電源端子保持部２１Ｂ（図７参照）が、該固定側側壁２１の内壁面
に形成されている。
【００２９】
　固定側信号端子保持部２１Ａは、図３に見られるように、固定側側壁２１の下半部の内
壁面から没するとともに下方へ開放された溝部として形成されている。また、固定側電源
端子保持部２１Ｂは、図７に見られるように、固定側側壁２１の内壁面から没するととも
に上下方向で固定側側壁２１の全域にわたって延びる溝部として形成されている。また、
固定側側壁２１は、図７に見られるように、固定側電源端子保持部２１Ｂの下部の両側縁
部から端子配列方向（Ｙ軸方向）で互いに近づくように突出する二つの被係止部２１Ｃが
形成されている。該被係止部２１Ｃは、コネクタ幅方向及び端子配列方向に見て段状をな
しており、その上面が、プラグ電源端子５０の後述する係止部５２Ｂに対して下方から係
止可能な被係止面２１Ｃ－１を形成している。
【００３０】
　固定側端壁２２は、コネクタ幅方向（Ｘ軸方向）中央域でその下半部が切り欠かれてお
り、その壁厚方向（Ｙ軸方向）に貫通するとともに下方へ開口した切欠部２２Ａが形成さ
れている。固定側端壁２２は、切欠部２２Ａの上方位置でコネクタ幅方向に延びる部分が
、固定側側壁２１の端部同士を連結する規制部２２Ｂを形成している。該規制部２２Ｂは
、可動ハウジング３０の後述する被規制部３６の上方に位置しており、該規制部２２Ｂの
下面が、該被規制部３６の上方への所定量以上の移動を規制する規制面２２Ｂ－１として
形成されている。
【００３１】
　可動ハウジング３０は、固定ハウジング２０と同様に電気絶縁材料で作られていて、レ
セプタクルコネクタ２との嵌合のための嵌合部３１と、該固定ハウジング２０から移動の
規制を受ける被規制部３６とを有している。嵌合部３１は、端子配列方向に延びる二つの
可動側側壁３２と、コネクタ幅方向に延び可動側側壁３２の端部同士を連結する二つの可
動側端壁３３とを有している。また、可動側側壁３２及び可動側端壁３３によって囲まれ
上方へ開口する空間は、レセプタクルコネクタ２の後述の突壁６５を受け入れるためのプ
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ラグ側受入部３４として形成されている。該プラグ側受入部３４の下端部は、図２（Ａ）
，（Ｂ）及び図３に見られるように、端子配列方向で受入部３４の全域にわたって延びる
底壁３５によって閉塞されている。
【００３２】
　可動側側壁３２は、端子配列方向におけるプラグ信号端子４０の配列範囲では、プラグ
コネクタ１の上半部に対応する範囲で上下方向に延びており（図２（Ａ），（Ｂ）参照）
、端子配列方向での両端部（上記配列範囲よりも外側の部分）では、上下方向でのプラグ
コネクタ１のほぼ全域にわたる範囲で上下方向に延びている（図７参照）。
【００３３】
　可動側側壁３２には、プラグ信号端子４０の後述の信号用接触部４３を収容するための
収容溝部３２Ａが該可動側側壁３２の内壁面に沿って形成されているとともに（図３参照
）、プラグ電源端子５０の後述の電源用接触部５３を圧入保持するための収容溝部３２Ｂ
（図１（Ａ）参照）が該可動側側壁３２の外壁面に沿って形成されている。該収容溝部３
２Ａは、可動側側壁３２の内壁面から没するとともに上下方向に延びる直状の溝部として
形成されている。一方、収容溝部３２Ｂは、端子配列方向での可動側側壁３２の両端部に
位置しており、可動側側壁３２の外壁面から没するとともに上下方向に延びる直状の溝部
として形成されている。
【００３４】
　可動側端壁３３は、可動側側壁３２の端子配列方向両端部と上下方向でほぼ同じ範囲、
換言すると、上下方向でのプラグコネクタ１のほぼ全域にわたる範囲に延びている。底壁
３５は、プラグ信号端子４０の可動側被保持部４４を圧入保持する可動側信号端子保持部
３５Ａが可動側側壁３２の収容溝部３２Ａの直下に形成されているとともに、プラグ電源
端子５０の可動側被保持部５４を圧入保持する可動側電源端子保持部（図示せず）が可動
側側壁３２の収容溝部３２Ｂの直下に形成されている。可動側信号端子保持部３５Ａ及び
可動側電源端子保持部は、上下方向に延びて底壁３５を貫通する孔状をなしており、該可
動側信号端子保持部３５Ａが収容溝部３２Ａと連通し、該可動側電源端子保持部が収容溝
部３２Ｂと連通している。
【００３５】
　被規制部３６は、可動ハウジング３０の下部の端子配列方向両端面（端子配列方向に対
して直角な面）から端子配列方向外方へ向けて突出している。該被規制部３６は、図１（
Ａ），（Ｂ）に見られるように、角柱状をなしており、固定ハウジング２０の固定側端壁
２２の切欠部２２Ａ内に端子配列方向内方から突入している。したがって、該被規制部３
６は、固定側端壁２２の規制部２２Ｂの直下に位置している。該被規制部３６の上面（上
下方向に対して直角な面）は、規制部２２Ｂの下面である規制面２２Ｂ－１と対面してお
り、該規制面２２Ｂ－１と当接可能な被規制面３６Ａとして形成されている。該被規制面
３６Ａは、上下方向で規制面２２Ｂ－１に対して間隔をもって位置しているが、後述する
ように、可動ハウジング３０が上方へ移動した際には、規制面２２Ｂ－１に下方から当接
（接面）する。その結果、可動ハウジング３０の上方へ向けた所定量以上の移動が規制さ
れるようになっている。
【００３６】
　図１（Ａ），（Ｂ）に見られるように、プラグコネクタ１では、プラグ端子４０，５０
が二列をなして配列されており、各列において、複数のプラグ信号端子４０が等間隔に配
されているとともに、該プラグ信号端子４０の配列範囲の両側にプラグ電源端子５０が一
つずつ配されている（図２（Ａ），（Ｂ）をも参照）。
【００３７】
　プラグ信号端子４０は、図２（Ａ），（Ｂ）、図３及び図５に見られるように、金属帯
状片をその板厚方向に屈曲して作られており、その端子幅方向（プラグ信号端子４０の板
厚方向に対して直角な方向）が端子配列方向（Ｙ軸方向）と一致するように配されている
。プラグ信号端子４０は、プラグコネクタ１を端子配列方向に見たとき、図３に見られる
ように、下方に位置する一端部に形成された信号用接続部４１と、該信号用接続部４１か
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ら上方へ向けて延びる固定側被保持部４２と、信号用接続部４１よりも上方かつコネクタ
幅方向内方に位置する他端部に形成された信号用接触部４３と、該信号用接触部４３から
下方へ向けて延びる可動側被保持部４４と、固定側被保持部４２と可動側被保持部４４と
を連結する信号用弾性部４５とを有している。該プラグ信号端子４０は、コネクタ幅方向
（Ｘ軸方向）で対称をなすように対をなして設けられていて、この対が端子配列方向（Ｙ
軸方向）に複数配列されている。
【００３８】
　信号用接続部４１は、図３に見られるように、固定ハウジング２０の底面より下方位置
で、回路基板Ｐ１（図１（Ａ），（Ｂ）参照）の実装面（上面）に位置するようにコネク
タ幅方向外方に延びており、該実装面の対応回路部に半田接続されるようになっている。
固定側被保持部４２は、信号用接続部４１のコネクタ幅方向での内側の端部で屈曲され上
方へ向けて延びており、図３に見られるように、固定ハウジング２０の固定側信号端子保
持部２１Ａ内で圧入保持されている。具体的には、該固定側被保持部４２は、図５に見ら
れるように、端子幅方向（Ｙ軸方向）での両側で上下方向に延びる側縁に複数の圧入突起
４２Ａが形成されており、該圧入突起４２Ａが固定側信号端子保持部２１Ａの内壁面に喰
い込むことにより保持されている。
【００３９】
　一方、信号用接触部４３は、図３に見られるように、可動ハウジング３０の可動側側壁
３２の収容溝部３２Ａ内で該可動側側壁３２の内壁面に沿って上下方向に延びている。該
信号用接触部４３は、一方の板面（板厚面に対して直角な面）がプラグ側受入部３４へ向
けて露呈しており、該板面が後述のレセプタクル信号端子７０，８０との接触のための接
触面４３Ｂを形成している。
【００４０】
　可動側被保持部４４は、図３に見られるように、信号用接触部４３から連続して可動側
信号端子保持部３５Ａ内で下方へ延びており、該可動側信号端子保持部３５Ａによって圧
入保持されている。具体的には、該可動側被保持部４４は、図５に見られるように、端子
幅方向（Ｙ軸方向）での両側で上下方向に延びる側縁に複数の圧入突起４４Ａが形成され
ており、該圧入突起４４Ａが可動側信号端子保持部３５Ａの内壁面に喰い込むことにより
保持されている。
【００４１】
　信号用弾性部４５は、図３ないし図５に見られるように、該信号用弾性部４５の下端部
で略Ｕ字状をなして湾曲する下側湾曲部４５Ａと、該信号用弾性部４５の上端部で略逆Ｕ
字状をなして湾曲する上側湾曲部４５Ｂと、直状をなし該下側湾曲部４５Ａと上側湾曲部
４５Ｂとを連結する連結部４５Ｃとを有しており、コネクタ幅方向（Ｘ軸方向）で弾性変
位可能となっている。
【００４２】
　下側湾曲部４５Ａは、図５に見られるように、固定側被保持部４２の上端で屈曲されて
下方へ向かうにつれてコネクタ幅方向内方に傾斜するように延びる下側外腕部４５Ａ－１
と、該下側外腕部４５Ａ－１の下端で折り返された下側折返部４５Ａ－２と、該下側折返
部４５Ａ－２から上方へ向かうにつれてコネクタ幅方向外方に傾斜するように延びる下側
内腕部４５Ａ－３とを有している。つまり、下側湾曲部４５Ａは、図３に見られるように
、コネクタ幅方向で外側に傾斜した斜め上方へ開口する略Ｕ字状をなしている。該下側湾
曲部４５Ａは、下側外腕部４５Ａ－１と下側内腕部４５Ａ－３とが互いの間隔を増減させ
るようにしてコネクタ幅方向で弾性変位可能となっている。
【００４３】
　上側湾曲部４５Ｂは、図５に見られるように、可動側被保持部４４の下端で屈曲されて
上方へ向かうにつれてコネクタ幅方向外方に傾斜するように延びる上側内腕部４５Ｂ－１
と、該上側内腕部４５Ｂ－１の上端で折り返された上側折返部４５Ｂ－２と、該上側折返
部４５Ｂ－２から下方へ向かうにつれてコネクタ幅方向内方に傾斜するように延びる上側
外腕部４５Ｂ－３とを有している。つまり、上側湾曲部４５Ｂは、図３に見られるように
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、コネクタ幅方向で内側に傾斜した斜め下方へ開口する略逆Ｕ字状をなしている。該上側
湾曲部４５Ｂは、上側内腕部４５Ｂ－１と上側外腕部４５Ｂ－３とが互いの間隔を増減さ
せるようにしてコネクタ幅方向で弾性変位可能となっている。
【００４４】
　連結部４５Ｃは、図３に見られるように、下側内腕部４５Ａ－３の上端と上側外腕部４
５Ｂ－３の下端とを連結して、下方へ向かうにつれてコネクタ幅方向内方に傾斜するよう
に延びている。このように上下方向に対して傾斜して延びる連結部４５Ｃは、図３に見ら
れるように、コネクタ幅方向で下側湾曲部４５Ａの下側外腕部４５Ａ－１及び上側湾曲部
４５Ｂの上側内腕部４５Ｂ－１と重複する範囲を有して位置している。したがって、この
重複する範囲の分だけ、コネクタ幅方向で信号用弾性部４５の寸法が小さくなるので、そ
の結果、コネクタ幅方向でプラグコネクタ１を小型化することができる。
【００４５】
　プラグ信号端子４０では、信号用弾性部４５の下側湾曲部４５Ａ及び上側湾曲部４５Ｂ
がコネクタ幅方向で弾性変位することによりフローティングが行われるようになっている
。また、本実施形態では、このように信号用弾性部４５に下側湾曲部４５Ａ及び上側湾曲
部４５Ｂが設けられている分、該信号用弾性部４５の全長が長くなり、フローティング量
が大きくなる。
【００４６】
　図５に見られるように、下側湾曲部４５Ａの下側折返部４５Ａ－２は、その端子幅方向
での中央域にて板厚方向に貫通するとともに該下側折返部４５Ａ－２の長手方向に延びる
スリット状の下側孔部４５Ａ－２Ａが形成されている。したがって、下側折返部４５Ａ－
２は、下側外腕部４５Ａ－１及び下側内腕部４５Ａ－３よりも幅狭な二つの帯条片をなし
ており、これによって十分に大きい弾性が確保されている。また、上側湾曲部４５Ｂの上
側折返部４５Ｂ－２においても、図５に見られるように、上述の下側折返部４５Ａ－２と
同様のスリット状の上側孔部４５Ｂ－２Ａが形成されており、上側内腕部４５Ｂ－１及び
上側外腕部４５Ｂ－３よりも幅狭な二つの帯条片によって十分に大きい弾性が確保されて
いる。
【００４７】
　本実施形態では、図３及び図５に見られるように、プラグ信号端子４０の下側湾曲部４
５Ａ及び上側湾曲部４５Ｂのそれぞれは、上下方向で重複して位置する部分をもつように
湾曲している。具体的には、図５に見られるように、下側湾曲部４５Ａにおける下側外腕
部４５Ａ－１と下側内腕部４５Ａ－３とが、そして、上側湾曲部４５Ｂにおける上側内腕
部４５Ｂ－１と上側外腕部４５Ｂ－３とが、互いに上下方向で重複する範囲をもって位置
している。したがって、その重複している範囲の分だけ、上下方向における信号用弾性部
４５の寸法ひいてはプラグコネクタ１の寸法が小さくなり、プラグコネクタ１の低背化が
図られる。
【００４８】
　本実施形態では、信号用弾性部４５は、二つの湾曲部、すなわち下側湾曲部４５Ａ及び
上側湾曲部４５Ｂを有していることとしたが、これに代えて、下側湾曲部４５Ａ及び上側
湾曲部４５Ｂの一方のみを有していることとしてもよい。また、本実施形態では、湾曲部
は信号用弾性部４５の長手方向での端部に形成されていることとしたが、これに代えて、
湾曲部は信号用弾性部４５の長手方向での中間部に形成されていてもよい。このように信
号用弾性部の一部に湾曲部を設けることにより、その分だけ、プラグコネクタ１の低背化
が図られる。
【００４９】
　また、本実施形態では、信号用弾性部４５はその全体で湾曲しているのではなく、プラ
グ信号端子４０の長手方向での信号用弾性部４５の一部、すなわち信号用弾性部４５の下
端部に形成された下側湾曲部４５Ａ及び上端部に形成された上側湾曲部４５Ｂで湾曲して
いる。したがって、信号用弾性部４５全体を湾曲させる場合と比べて、湾曲部分（下側湾
曲部４５Ａ及び上側湾曲部４５Ｂ）における上下方向での重複部分の範囲が小さい。この
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結果、信号用弾性部４５にてクロストークが生じにくくなり、高速伝送特性の低下を最小
限に留めることができる。
【００５０】
　本実施形態では、信号用弾性部４５は、二つの湾曲部、すなわち下側湾曲部４５Ａ及び
上側湾曲部４５Ｂを有していることとしたが、これに代えて、下側湾曲部４５Ａ及び上側
湾曲部４５Ｂの一方のみを有していることとしてもよい。また、本実施形態では、湾曲部
は信号用弾性部４５の長手方向での端部に形成されていることとしたが、これに代えて、
湾曲部は信号用弾性部４５の長手方向での中間部に形成されていてもよい。このように信
号用弾性部の一部に湾曲部を設けることにより、その分だけ、プラグコネクタ１の低背化
が図られる。
【００５１】
　プラグ電源端子５０は、図６に見られるように、金属帯状片をその板厚方向に屈曲して
作られており、その端子幅方向（プラグ信号端子４０の板厚方向に対して直角な方向）が
端子配列方向（Ｙ軸方向）と一致するように配されている。該プラグ電源端子５０は、プ
ラグ信号端子４０よりも端子幅方向での寸法が大きく形成されている。
【００５２】
　プラグコネクタ１を端子配列方向に見たときに、プラグ電源端子５０は、図６に見られ
るように、下方に位置する一端部に形成された電源用接続部５１と、該電源用接続部５１
から上方へ向けて延びる固定側被保持部５２と、電源用接続部５１よりも上方かつコネク
タ幅方向内方に位置する他端部に形成された電源用接触部５３と、該電源用接触部５３か
ら下方へ向けて延びる可動側被保持部５４と、固定側被保持部５２と可動側被保持部５４
とを連結する電源用弾性部５５とを有している。該プラグ電源端子５０は、コネクタ幅方
向（Ｘ軸方向）で対称をなすように対をなして設けられていて、この対が端子配列方向（
Ｙ軸方向）でのプラグコネクタ１の両端部で保持されている。
【００５３】
　電源用接続部５１は、固定ハウジング２０の底面より下方位置で、上下方向で直状に延
びている。該電源用接続部５１は、プラグコネクタ１が回路基板Ｐ１（図１（Ａ），（Ｂ
）参照）の実装面に配された状態で、該回路基板Ｐ１に形成されたスルーホールＨ（図１
（Ａ），（Ｂ）参照）を上方から貫通して位置し、該スルーホールＨに半田接続されるよ
うになっている。該電源用接続部５１は、図３に見られるように、プラグ信号端子４０の
信号用接続部４１よりも、コネクタ幅方向での内側、換言すると、固定ハウジング２０の
固定側側壁２１の壁厚方向（Ｘ軸方向）でプラグ信号端子４０の信号用接触部４３側に位
置している。本実施形態では、電源用接続部５１がこのように位置しているので、プラグ
コネクタ１がコネクタ幅方向で大型化することを回避できる。
【００５４】
　固定側被保持部５２は、電源用接続部５１に連続して上方へ向けて延びており、固定ハ
ウジング２０の固定側電源端子保持部２１Ｂ内で圧入保持されている（図７参照）。具体
的には、図６に見られるように、該固定側被保持部５２は、端子幅方向（Ｙ軸方向）での
両側で上下方向に延びる側縁に複数の圧入突起５２Ａが形成されており、該圧入突起５２
Ａが固定側電源端子保持部２１Ｂ（図７参照）の内壁面に喰い込むことにより保持されて
いる。
【００５５】
　本実施形態では、固定側被保持部５２は、その板厚方向が固定ハウジング２０の固定側
側壁２１の壁厚方向（Ｘ軸方向）と一致するように保持されているので、該固定側側壁２
１の壁厚方向での固定側被保持部５２の寸法は該固定側被保持部５２の板厚寸法であり小
さい。したがって、固定側側壁２１の壁厚を大きくすることなく該壁厚の範囲内に固定側
被保持部５２を位置させることができるので、プラグコネクタ１が上記壁厚方向で大型化
することがない。
【００５６】
　また、固定側被保持部５２は、端子幅方向での二位置にて、固定ハウジング２０の被係
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止部２１Ｃ（図７参照）に対して上方から係止可能な係止部５２Ｂが設けられている。該
係止部５２Ｂは、固定側被保持部５２の板面からコネクタ幅方向内方へ切り起こされた弾
性片として形成されている。つまり、該係止部５２Ｂは、下方へ向かうにつれてコネクタ
幅方向内方へ向けて若干傾斜して延び、下端を自由端とする片持ち梁状をなしている。図
７に見られるように、該係止部５２Ｂの下端面は、上記被係止部２１Ｃの上面である被係
止面２１Ｃ－１に対して直上に位置し、該被係止面２１Ｃ－１に係止可能な係止面５２Ｂ
－１をなしている。
【００５７】
　後述するように、コネクタ抜出時にて固定ハウジング２０に上方（コネクタ抜出方向）
へ向けた外力が作用したとき、上方へもち上がった固定ハウジング２０の被係止部２１Ｃ
の被係止面２１Ｃ－１に対して係止部５２Ｂの係止面５２Ｂ－１が上方から係止する。こ
の結果、固定ハウジング２０の上方へ向けた所定量以上の移動が規制されて、回路基板Ｐ
１からプラグコネクタ１が外れることが良好に防止される。
【００５８】
　本実施形態では、既述したように、係止部５２Ｂは固定側被保持部５２の板面から切り
起こされた弾性片として形成されている。つまり、係止部５２Ｂは、端子幅方向（Ｙ軸方
向）で該固定側被保持部５２の範囲内に位置しているので、該端子幅方向で固定側被保持
部５２を大きくすることなく、係止部５２Ｂにて十分な係止面積を確保できる。また、係
止部５２Ｂは端子幅方向での固定側被保持部５２の範囲内に二つ形成されているので、係
止部５２Ｂを一つだけ形成する場合と比べて、上記係止面積を大きくすることができる。
【００５９】
　電源用接触部５３は、可動ハウジング３０の可動側側壁３２の収容溝部３２Ｂ内で該可
動側側壁３２の外壁面に沿って上下方向に延びている（図１（Ａ）参照）。該電源用接触
部５３は、一方の板面（板厚面に対して直角な面）がコネクタ幅方向での外方へ向けて露
呈しており、該板面がレセプタクル電源端子９０，１００との接触のための接触面５３Ａ
を形成している（図１（Ａ）参照）。
【００６０】
　可動側被保持部５４は、電源用接触部５３から連続して可動側電源端子保持部（図示せ
ず）内で下方へ延びており、該可動側電源端子保持部によって圧入保持されている。具体
的には、図６に見られるように、該可動側被保持部５４は、端子幅方向での両側で上下方
向に延びる側縁に複数の圧入突起５４Ａが形成されており、該圧入突起５４Ａが可動側信
号端子保持部の内壁面に喰い込むことにより保持されている。
【００６１】
　電源用弾性部５５は、図６に見られるように、該電源用弾性部５５の上端部で略逆Ｕ字
状をなして湾曲する上側湾曲部５５Ａと、該電源用弾性部５５の下端部で略Ｕ字状をなし
て湾曲する下側湾曲部５５Ｂと、直状をなし該上側湾曲部５５Ａと下側湾曲部５５Ｂとを
連結する連結部５５Ｃとを有しており、コネクタ幅方向で弾性変位可能となっている。
【００６２】
　略逆Ｕ字状をなす上側湾曲部５５Ａ及び略Ｕ字状をなす下側湾曲部５５Ｂは上下方向に
沿って延びる二つの腕部を有している。該上側湾曲部５５Ａ及び該下側湾曲部５５Ｂのそ
れぞれが該二つの腕部同士の間隔を増減させるようにしてコネクタ幅方向で弾性変位可能
となっている。この結果、電源用弾性部５５がコネクタ幅方向で弾性変位してフローティ
ング可能となっている。
【００６３】
　連結部５５Ｃは、図６に見られるように、上側湾曲部５５Ａのコネクタ幅方向内側の腕
部の下端と下側湾曲部５５Ｂのコネクタ幅方向外側の腕部の上端とを連結して、下方へ向
かうにつれてコネクタ幅方向内方に傾斜するように延びている。
【００６４】
　電源用弾性部５５は、図６に見られるように、上側湾曲部５５Ａのコネクタ幅方向外側
の腕部及び折り返し部分（上端部）が幅狭に形成されているとともに、その他の部分が幅
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広に形成されている。幅狭の部分には、電源用弾性部５５の長手方向に延びるスリット部
５５Ｄが形成されている。該スリット部５５Ｄは電源用弾性部５５の端子幅方向（Ｙ軸方
向）での中央域にて板厚方向に貫通している。つまり、上記幅狭の部分は二つの細条片で
形成されている。また、幅広の部分には、電源用弾性部５５の長手方向に延びる二つのス
リット部５５Ｅが形成されている。該二つのスリット部５５Ｅは電源用弾性部５５の端子
幅方向（Ｙ軸方向）での中間域における二位置で板厚方向に貫通している。つまり、上記
幅広の部分は三つの細条片で形成されている。このように、電源用弾性部５５は二つの細
条片及び三つの細条片で形成されているので、十分に大きい弾性が確保されている。
【００６５】
　このような構成のプラグコネクタ１は、次の要領で製造される。まず、可動ハウジング
３０の可動側信号端子保持部３５Ａ及び可動側電源端子保持部３５Ｂに、プラグ信号端子
４０の可動側被保持部４４及びプラグ電源端子５０の可動側被保持部５４を上方へ向けて
、すなわち可動ハウジング３０の下側から圧入して、プラグ端子４０，５０を可動ハウジ
ング３０に保持させる。この結果、プラグ信号端子４０の信号用接触部４３及びプラグ電
源端子５０の電源用接触部５３は、可動ハウジング３０の収容溝部３２Ａ及び収容溝部３
２Ｂに収容される。
【００６６】
　本実施形態では、プラグ電源端子５０の電源用弾性部５５は、端子配列方向に見たとき
の形状がプラグ信号端子４０の信号用弾性部４５と異なっているが、これに代えて、電源
用弾性部を信号用弾性部４５と同じ形状で形成してもよい。また、プラグコネクタにグラ
ンド端子を設ける場合には、該グランド端子に設けるグランド用弾性部を上記信号用弾性
部４５と同じ形状で形成してもよい。
【００６７】
　次に、固定ハウジング２０の固定側信号端子保持部２１Ａ及び固定側電源端子保持部２
１Ｂに、プラグ信号端子４０の固定側被保持部４２及びプラグ電源端子５０の固定側被保
持部５２を上方へ向けて、すなわち固定ハウジング２０の下側から圧入して、プラグ端子
４０，５０を固定ハウジング２０に保持させる。このように、プラグ端子４０，５０を固
定ハウジング２０及び可動ハウジング３０のそれぞれに取り付けることにより、プラグコ
ネクタ１が完成する。
【００６８】
　レセプタクルコネクタ２は、回路基板Ｐ２（図１（Ａ），（Ｂ）参照）の実装面に対し
て平行な一方向（Ｙ軸方向）を長手方向として延びるレセプタクルハウジング６０と、該
長手方向を端子配列方向としてレセプタクルハウジング６０に配列保持されるレセプタク
ル信号端子７０，８０およびレセプタクル電源端子９０，１００（以下、両者を区別する
必要がないときは単に「レセプタクル端子７０，８０，９０，１００」という）とを有し
ている。レセプタクル信号端子７０，８０は、端子配列方向でのレセプタクルハウジング
６０の中間範囲に複数配列されており、レセプタクル電源端子９０，１００は、端子配列
方向でのレセプタクル信号端子７０，８０の配列範囲の両側に設けられている。
【００６９】
　レセプタクルハウジング６０は、端子配列方向での該レセプタクルハウジング６０の両
端位置で端子配列方向に対して直角な板面をもつ端壁６１と、二つの該端壁６１の間で端
子配列方向に延びレセプタクル端子７０，８０，９０，１００を配列保持する中間部６２
とを有している。
【００７０】
　中間部６２は、図１ないし図４に見られるように、その上端が端壁６１の上端よりも下
方に位置している。該中間部６２は、図３におけるコネクタ幅方向（Ｘ軸方向）での略右
半部（Ｘ１側の部分）に、レセプタクル信号端子７０，８０を収容して保持するためのレ
セプタクル信号端子収容部６３が端子配列方向に配列形成されているとともに、該中間部
６２の両側位置でレセプタクル電源端子９０，１００を収容して保持するためのレセプタ
クル電源端子収容部（図示せず）が形成されている。また、図３におけるコネクタ幅方向
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（Ｘ軸方向）での略右半部（Ｘ１側の部分）は、その下半部に、プラグコネクタ１０の嵌
合部３１を受け入れるためのレセプタクル側受入部６４が下方に開口して形成されている
（図３及び図４参照）。また、レセプタクル側受入部６４内には、下方（Ｚ２方向）へ向
けて突出するとともに、端子配列方向（Ｙ軸方向）へ延びる島状の突壁６５が形成されて
いる。
【００７１】
　レセプタクル信号端子収容部６３及びレセプタクル電源端子収容部（図示せず）の形状
の説明に先立ち、まず、レセプタクル信号端子７０，８０及びレセプタクル電源端子９０
，１００の形状について説明する。
【００７２】
　レセプタクル信号端子７０，８０は、互いに形状の異なる第一レセプタクル信号端子７
０と第二レセプタクル信号端子８０とを有している。本実施形態では、複数の第一レセプ
タクル信号端子７０及び複数の第二レセプタクル信号端子８０が、レセプタクルハウジン
グ６０の中間部６２にて一列ずつ保持されている。
【００７３】
　第一レセプタクル信号端子７０は、図５に見られるように、金属板部材を板厚方向に屈
曲して作られており、上下方向に延びる被保持部７１と、該被保持部７１の一方の板面か
ら突出する第一当接部としての突部７２と、該被保持部７１の側縁にて他方の板面側に折
り返されてコネクタ幅方向に延びる第二当接部としての舌片７３と、該被保持部７１の上
部に連続する移行部７４と、該移行部７４の上端で屈曲されてコネクタ幅方向で回路基板
Ｐ２側（Ｘ２側）へ向けて直状に延びる延長部７５と、該延長部７５の回路基板Ｐ２側の
端部で屈曲されて上方へ向けて延びる信号用接続部７６と、被保持部７１の下端から下方
へ向けて延びる接触腕部７７，７８とを有している。
【００７４】
　被保持部７１は、図３に見られるように、レセプタクルハウジング６０の上端寄りに位
置しており、該被保持部７１の板厚方向が端子配列方向（図３の紙面に直角なＹ軸方向）
と一致するように配されている。つまり、複数の第一レセプタクル信号端子７０は、被保
持部７１同士の板面が端子配列方向で互いに対面するような姿勢で配列されている。該被
保持部７１は、上下方向に延びる二つの側縁のうちコネクタ幅方向でＸ１側に位置する側
縁から突出する圧入突起７１Ａを、該被保持部７１の上端寄り位置及び下端寄り位置に一
つずつ有している。該被保持部７１は、後述するように、レセプタクルハウジング６０の
第一信号端子保持部６３Ａの内壁面に圧入突起７１Ａが喰い込むことにより、該第一信号
端子保持部６３Ａで保持されるようになっている。
【００７５】
　突部７２は、上下方向での二位置、具体的には圧入突起７１Ａとほぼ同位置にて、二つ
ずつ形成されており、二つの該突部７２はコネクタ幅方向（Ｘ軸方向）に配列されている
。該突部７２は、図５に見られるように、被保持部７１の二つの板面のうち端子配列方向
（Ｙ軸方向）でのＹ２側に位置する一方の板面から突出するように、例えばエンボス加工
により形成されている。つまり、該突部７２は、該被保持部７１の一方の板面よりもＹ２
側に位置しており、Ｙ軸方向で該一方の板面に対面する第一信号端子保持部６３Ａの内壁
面（一方の内壁面）に対して近接して位置し、該突部７２の突出頂面で当接可能となって
いる（図８（Ｂ）参照）。
【００７６】
　舌片７３は、上下方向での圧入突起７１Ａ同士間の位置、換言すると上下方向での突部
７２同士間の位置に一つ形成されている。該舌片７３は、被保持部７１のＸ１側に位置す
る側縁、すなわち圧入突起７１Ａが形成されている側縁で該被保持部７１の他方の板面側
（Ｙ１側）に折り返されて、コネクタ幅方向でＸ２側へ向けて延びている（図８（Ａ）参
照）。つまり、該舌片７３は、上記被保持部７１の他方の板面よりもＹ１側に位置してお
り、Ｙ軸方向で該他方の板面に近接して対面する第一信号端子保持部６３Ａの内壁面（他
方の内壁面）に対して近接して位置し、該舌片７３の板面で当接可能となっている（図８
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（Ｂ）参照）。なお、本実施形態では、舌片７３は、被保持部７１の圧入突起７１Ａが形
成されている側縁で折り返されて形成されていることとしたが、これに代えて、反対側の
側縁で折り返されて形成されていてもよい。
【００７７】
　移行部７４及び延長部７５は、レセプタクル信号端子収容部６３の後述する上方収容部
６３Ｅ内に位置している。該移行部７４は、図５及び図８（Ａ）に見られるように、被保
持部７１の上部のＸ２側に位置する側縁でＹ１側へ直角に屈曲されてから上方へ向けて延
びており、該移行部７４の上端が被保持部７１の上端よりも上方に位置している。また、
延長部７５は、移行部７４の上端でＸ２側へ直角に屈曲されてＸ２側へ向けて延びている
。
【００７８】
　信号用接続部７６は、図３に見られるように、レセプタクルハウジング６０外に位置し
ており、レセプタクルコネクタ２が回路基板Ｐ２の実装面に配された状態（図１参照）に
て、該実装面上の対応信号回路部に接面し、半田接続されるようになっている。
【００７９】
　二つの接触腕部７７，７８は、図５及び図８（Ａ）に見られるように、長接触腕部７７
と、該長接触腕部７７よりも腕長が短い短接触腕部７８とを有しており、長接触腕部７７
の板面と短接触腕部７８との板面が端子配列方向（Ｙ軸方向）で板面が対面するように位
置している。
【００８０】
　長接触腕部７７は、被保持部７１の下端に連結された基部７７Ａと、該基部７７Ａから
下方へ向けて延びる弾性腕部７７Ｂとを有している。該弾性腕部７７Ｂは、コネクタ幅方
向（Ｘ軸方向）で、換言するとＸＺ平面内で弾性変位可能となっており、図３に見られる
ように、該弾性腕部７７Ｂの下端部にてＸ１側へ突出してレセプタクルハウジング６０の
レセプタクル側受入部６４内に位置する信号用接触部７７Ｂ－１で、プラグコネクタ１の
プラグ信号端子４０に接圧をもって接触可能となっている（図４をも参照）。
【００８１】
　短接触腕部７８は、長接触腕部７７の基部７７ＡのＸ１側の側縁で折り返された基部７
８Ａ（図８（Ａ）参照）と、該基部７８Ａから下方へ向けて延びる弾性腕部７８Ｂとを有
している。該弾性腕部７８Ｂは、長接触腕部７７の弾性腕部７７Ｂから独立してコネクタ
幅方向（Ｘ軸方向）で、換言するとＸＺ平面内で弾性変位可能となっており、該弾性腕部
７８Ｂの下端部にてＸ１側へ突出してレセプタクルハウジング６０のレセプタクル側受入
部６４内に位置する信号用接触部７８Ｂ－１で、プラグコネクタ１のプラグ信号端子４０
に接圧をもって接触可能となっている（図４をも参照）。
【００８２】
　弾性腕部７８Ｂは、図５に見られるように、長接触腕部７７の弾性腕部７７Ｂよりも腕
長が短く、弾性腕部７８Ｂの信号用接触部７８Ｂ－１が弾性腕部７７Ｂの信号用接触部７
７Ｂ－１よりもよりも若干上方に位置している（図８（Ａ）をも参照）。したがって、レ
セプタクル信号端子７０は、上下方向で互いに異なって位置する二つの信号用接触部７７
Ｂ－１，７８Ｂ－１で、プラグ信号端子４０に接触可能となっており、これによって、該
プラグ信号端子４０との接触の信頼性の向上が図られている。
【００８３】
　第二レセプタクル信号端子８０は、図３に見られるように、コネクタ幅方向（Ｘ軸方向
）で第一レセプタクル信号端子７０の被保持部７１及び接触腕部７７，７８よりも回路基
板Ｐ２側（Ｘ２側）に位置しているとともに、上下方向（Ｚ軸方向）で第一レセプタクル
信号端子７０の延長部７５よりも下方に位置している。
【００８４】
　第二レセプタクル信号端子８０は、図５に見られるように、上下方向に延びる被保持部
８１と、該被保持部８１の一方の板面から突出する第一当接部としての突部８２と、該被
保持部８１の側縁にて他方の板面側に折り返されてコネクタ幅方向に延びる第二当接部と
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しての舌片８３と、該被保持部８１の上部に連続する移行部８４と、該移行部８４の上端
で屈曲されてコネクタ幅方向で回路基板Ｐ２側（Ｘ２側）でクランク状に延びる延長部８
５と、該延長部８５の回路基板Ｐ２側の端部で屈曲されて下方へ向けて延びる信号用接続
部８６と、被保持部８１の下端から下方へ向けて延びる接触腕部８７，８８とを有してい
る。
【００８５】
　被保持部８１は、図３に見られるように、第一レセプタクル信号端子７０の被保持部７
１よりも上下方向が小さく形成されており、該被保持部８１の下端が該被保持部７１の下
端と上下方向でほぼ同じ高さに位置している。該被保持部８１は、該被保持部８１の板厚
方向が端子配列方向と一致するように配されている。つまり、複数の第二レセプタクル信
号端子８０も、第一レセプタクル信号端子７０と同様に、被保持部８１同士の板面が端子
配列方向で互いに対面するような姿勢で配列されている。該被保持部８１は、上下方向に
延びる二つの側縁のうちコネクタ幅方向でＸ２側に位置する側縁から突出する圧入突起８
１Ａを、該被保持部８１の上端寄り位置及び下端寄り位置に一つずつ有している。該被保
持部８１は、後述するように、レセプタクルハウジング６０の第二信号端子保持部６３Ｂ
の内壁面に圧入突起８１Ａが喰い込むことにより、該第二信号端子保持部６３Ｂで保持さ
れるようになっている。
【００８６】
　突部８２は、図８（Ａ）に見られるように、上下方向での二位置、具体的には圧入突起
８１Ａとほぼ同位置にて、二つずつ形成されており、二つの該突部８２はコネクタ幅方向
（Ｘ軸方向）に配列されている。該突部８２は、被保持部８１の二つの板面のうち端子配
列方向（Ｙ軸方向）でのＹ１側に位置する一方の板面から突出するように、例えばエンボ
ス加工により形成されている。つまり、該突部８２は、該被保持部８１の一方の板面より
もＹ１側、すなわち第一レセプタクル信号端子７０の突部７２（図５参照）とはＹ軸方向
にて反対側に位置しており、Ｙ軸方向で該一方の板面に対面する第二信号端子保持部６３
Ｂの内壁面（一方の内壁面）に対して該突部８２の突出頂面で当接可能となっている。
【００８７】
　舌片８３は、図８（Ａ）に見られるように、上下方向での圧入突起８１Ａ同士間の位置
、換言すると上下方向での突部８２（図５参照）同士間の位置に一つ形成されている。該
舌片８３は、被保持部８１のＸ２側に位置する側縁、すなわち圧入突起８１Ａが形成され
ている側縁で該被保持部８１の他方の板面側（Ｙ２側）に折り返されて、コネクタ幅方向
でＸ１側へ向けて延びている。つまり、該舌片８３は、上記被保持部８１の他方の板面よ
りもＹ２側、すなわち第一レセプタクル信号端子７０の舌片７３とはＹ軸方向にて反対側
に位置しており、Ｙ軸方向で該他方の板面に対面する第二信号端子保持部６３Ｂの内壁面
（他方の内壁面）に対して該舌片８３の板面で当接可能となっている。なお、本実施形態
では、舌片８３は、被保持部８１の圧入突起８１Ａが形成されている側縁で折り返されて
形成されていることとしたが、これに代えて、反対側の側縁で折り返されて形成されてい
てもよい。
【００８８】
　移行部８４は、レセプタクル信号端子収容部６３の第二信号端子保持部６３Ｂ内に位置
している。該移行部８４は、図５に見られるように、被保持部８１の上部のＸ２側に位置
する側縁でＹ２側へ直角に屈曲されて形成されており、該移行部８４の上端が上下方向で
第一レセプタクル信号端子７０の被保持部７１の上端とほぼ同位置にある。
【００８９】
　延長部８５は、図５に見られるように、移行部８４の上端で直角に屈曲されてＸ２側へ
向けて延びる上横部８５Ａと、該上横部８５ＡのＸ２側の端部で直角に屈曲されて下方へ
延びる縦部８５Ｂと、該縦部８５Ｂの下端で直角に屈曲されてＸ２側へ延びる下横部８５
Ｃとを有している。上横部８５Ａは、レセプタクル信号端子収容部６３の後述する上方収
容部６３Ｅ内に位置しており、その長手方向（Ｘ軸方向）で第一レセプタクル信号端子７
０の延長部７５よりも短くなっている（図３をも参照）。縦部８５Ｂは、レセプタクル信
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号端子収容部６３の後述する側方収容部６３Ｆ内に位置している。下横部８５Ｃは、図５
に見られるように、Ｘ２側の端部がレセプタクルハウジング６０外へ延出している。
【００９０】
　信号用接続部８６は、図３（Ａ），（Ｂ）に見られるように、レセプタクルハウジング
６０外にて、レセプタクル信号端子７０の信号用接続部７６とＸ軸方向で同位置にあり、
レセプタクルコネクタ２が回路基板Ｐ２の実装面に配された状態にて、該実装面上の対応
信号回路部に接面し、半田接続されるようになっている。
【００９１】
　二つの接触腕部８７，８８は、図５及び図８（Ａ）に見られるように、長接触腕部８７
と、該長接触腕部８７よりも腕長が短い短接触腕部８８とを有している。該接触腕部８７
，８８は、既述したレセプタクル信号端子７０の接触腕部７７，７８を、上下方向（Ｚ軸
方向）に延びる軸線まわりに１８０°回転させたような形状をなしている。接触腕部８７
，８８自体の形状は、既述した接触腕部７７，７８の形状と同じなので、接触腕部８７，
８８の各部については、接触腕部７７，７８で対応する部分の符号に「１０」を加えた符
号を付す（例えば、弾性腕部には符号「８７Ｂ」、「８８Ｂ」を付す）。
【００９２】
　長接触腕部８７の信号用接触部８７Ｂ－１は長接触腕部７７の信号用接触部７７Ｂ－１
と、そして短接触腕部８８の信号用接触部８８Ｂ－１は短接触腕部７８の信号用接触部７
８Ｂ－１と、上下方向で同位置に位置しておりＸ２方向へ向けて突出している。信号用接
触部７７Ｂ－１，７８Ｂ－１は、レセプタクルハウジング６０の受入部６４内に位置して
おり、プラグコネクタ１のプラグ信号端子４０に接圧をもって接触可能となっている（図
４参照）。
【００９３】
　レセプタクル電源端子９０，１００は、互いに形状の異なる第一レセプタクル電源端子
９０と第二レセプタクル電源端子１００とを有している。本実施形態では、一つの第一レ
セプタクル電源端子９０及び一つの第二レセプタクル電源端子１００とから成る対が、レ
セプタクルハウジング６０の中間部６２の端子配列方向両側位置で一対ずつ保持されてい
る。具体的には、レセプタクル電源端子９０，１００は、上記中間部６２に形成されたレ
セプタクル電源端子収容部（図示せず）で収容保持されている。
【００９４】
　第一レセプタクル電源端子９０は、図６に見られるように、金属板部材を板厚方向に屈
曲して作られており、第一レセプタクル信号端子７０よりも端子幅寸法（Ｙ軸方向での寸
法）が大きくなっている。該第一レセプタクル電源端子９０は、上下方向に延びる被保持
部９１と、該被保持部９１の上端から上方へ延びてから直角に屈曲されてコネクタ幅方向
で回路基板Ｐ２側（Ｘ２側）へ向けて直状に延びる延長部９２と、該延長部９２の回路基
板Ｐ２側の端部で屈曲されて上方へ向けて延びる電源用接続部９３と、被保持部９１の下
端から下方へ向けて延びる二つの接触腕部９４とを有している。第一レセプタクル電源端
子９０は、その端子幅方向が端子配列方向（Ｙ軸方向）と一致するように配されている。
【００９５】
　被保持部９１は、レセプタクルハウジング６０の上端寄りに位置しており、該被保持部
９１の板厚方向がコネクタ幅方向と一致するように配されている。該被保持部９１は、上
下方向に延びる端子幅方向（Ｙ軸方向）での両側の側縁から突出する圧入突起９１Ａを、
各側縁につき二つずつ有している。該被保持部９１は、後述するように、レセプタクルハ
ウジング６０のレセプタクル電源端子収容部（図示せず）の一部をなす第一電源端子保持
部（図示せず）の内壁面に圧入突起９１Ａが喰い込むことにより、該第一電源端子保持部
で保持されるようになっている。
【００９６】
　延長部９２は、図６に見られるように、その長手方向全体にわたって被保持部９１より
も端子幅方向（Ｙ軸方向）で幅狭に形成されている。該延長部９２は、その長手方向にて
被保持部９１側に位置し横Ｌ字状に延びる部分が幅狭となっており、上記長手方向にて電
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源用接続部９３側に位置し直状に延びる部分が幅広となっている。
【００９７】
　電源用接続部９３は、図３に見られるように、レセプタクルハウジング６０外に位置し
ており、レセプタクルコネクタ２が回路基板Ｐ２の実装面に配された状態（図１参照）に
て、該実装面上の対応電源回路部に接面し、半田接続されるようになっている。
【００９８】
　二つの接触腕部９４は、図６に見られるように、互いに同形状で形成されており、端子
配列方向（Ｙ軸方向）に配列されている。該接触腕部９４は、下端寄り位置でＸ２側へ向
けて突出するように屈曲されており、その突出した部分が、プラグコネクタ１のプラグ電
源端子５０に接圧をもって接触可能な電源用接触部９４Ａとして形成されている。図６に
見られるように、二つの接触腕部９４の電源用接触部９４Ａは上下方向で同位置に設けら
れている。また、該電源用接触部９４Ａは、図３に見られるように、第一レセプタクル信
号端子７０の信号用接触部７７Ｂ－１，７８Ｂ－１よりも上方でレセプタクルハウジング
６０のレセプタクル側受入部６４内に突出して位置している。
【００９９】
　第二レセプタクル電源端子１００は、図６に見られるように、コネクタ幅方向（Ｘ軸方
向）で第一レセプタクル電源端子９０の被保持部９１及び接触腕部９４よりも回路基板Ｐ
２側（Ｘ２側）に位置しているともに、上下方向（Ｚ軸方向）で第一レセプタクル電源端
子９０の延長部９２のコネクタ幅方向に延びる部分よりも下方に位置している。
【０１００】
　第二レセプタクル電源端子１００は、図６に見られるように、金属板部材を板厚方向に
屈曲して作られており、第二レセプタクル信号端子８０よりも端子幅寸法（Ｙ軸方向での
寸法）が大きくなっている。該第二レセプタクル電源端子１００は、上下方向に延びる被
保持部１０１と、該被保持部１０１の上端からコネクタ幅方向で回路基板Ｐ２側（Ｘ２側
）へ向けて直角に屈曲されてから下方へ向けて屈曲され直状に延びる延長部１０２と、該
延長部１０２の回路基板Ｐ２側の下端で屈曲されて回路基板Ｐ２側（Ｘ２側）へ向けて延
びる電源用接続部１０３と、被保持部１０１の下端から下方へ向けて延びる二つの接触腕
部１０４とを有している。
【０１０１】
　被保持部１０１及び接触腕部１０４は、既述した第一レセプタクル電源端子９０の被保
持部９１及び接触腕部９４と同じ上下方向位置で、該被保持部９１及び該接触腕部９４を
コネクタ幅方向（Ｘ軸方向）で反転させた形状をなしている。該被保持部１０１及び接触
腕部１０４の各部については、被保持部９１及び接触腕部９４の各部の符号に「１０」を
加えた符号を付すこととする（例えば、電源用接触部には符号「１０４Ａ」を付す）。接
触腕部１０４の電源用接触部１０４Ａは、図３に見られるように、第二レセプタクル信号
端子８０の信号用接触部８７Ｂ－１，８８Ｂ－１よりも上方位置、かつ、第一レセプタク
ル電源端子９０の電源用接触部９４Ａと同位置で、レセプタクルハウジング６０のレセプ
タクル側受入部６４内に突出している。
【０１０２】
　延長部１０２は、図６に見られるように、逆Ｌ字状に屈曲されており、その長手方向全
体にわたって被保持部１０１よりも端子幅方向（Ｙ軸方向）で幅狭に形成されている。該
延長部１０２は、コネクタ幅方向（Ｘ軸方向）に延びる横部１０２Ａと、上下方向（Ｚ軸
方向）に延びる縦部１０２Ｂとを有しており、該縦部１０２Ｂが上記横部１０２Ａよりも
幅広に形成されている。
【０１０３】
　電源用接続部１０３は、図３に見られるように、レセプタクルハウジング６０外に位置
しており、レセプタクルコネクタ２が回路基板Ｐ２の実装面に配された状態（図１参照）
にて、該回路基板Ｐ２に形成されたスルーホール（図示せず）を貫通して位置し、該スル
ーホールに半田接続されるようになっている。
【０１０４】
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　レセプタクルハウジング６０の説明に戻る。レセプタクルハウジング６０のレセプタク
ル信号端子収容部６３は、図３に見られるように、レセプタクル信号端子７０，８０の被
保持部７１，８１を保持するレセプタクル信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂ（第一信号端子
保持部６３Ａ及び第二信号端子保持部６３Ｂ）と、該レセプタクル信号端子７０，８０の
接触腕部７７，７８の一部を収容する弾性変位許容溝部６３Ｃ，６３Ｄ（第一弾性変位許
容溝部６３Ｃと第二弾性変位許容溝部６３Ｄ）と、第一レセプタクル信号端子７０の延長
部７５及び第二レセプタクル信号端子８０の延長部８５の上横部８５Ａを収容する上方収
容部６３Ｅと、第二レセプタクル信号端子８０の延長部８５の縦部８５Ｂを収容する側方
収容部６３Ｆとを有している。
【０１０５】
　レセプタクル信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂは、図３に見られるように、レセプタクル
ハウジング６０の中間部６２におけるコネクタ幅方向（Ｘ軸方向）での略右半部（Ｘ１側
の部分）の上半部に形成されている。該レセプタクル信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂは、
図３の紙面に対して直角な方向に拡がるとともに上下方向に延びて貫通するスリット状の
孔部として形成されている。
【０１０６】
　レセプタクル信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂのうち、図３にてＸ１側に位置する第一信
号端子保持部６３Ａは、図８（Ｂ）に見られるように、端子配列方向（Ｙ軸方向）での幅
寸法Ｓ１、換言すると、第一信号端子保持部６３Ａの内壁面同士の距離が、第一レセプタ
クル信号端子７０の被保持部７１の板厚寸法Ｓ２よりも大きく形成されている。また、該
第一信号端子保持部６３Ａの上記幅寸法Ｓ１は、端子配列方向における第一レセプタクル
信号端子７０の突部７２の突出頂面と舌片７３の外側の板面（Ｙ１側の板面）との距離Ｓ
３よりも若干大きくなっている。
【０１０７】
　レセプタクル信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂのうち、図３にてＸ２側に位置する第二信
号端子保持部６３Ｂも、既述した第一信号端子保持部６３Ａと同様に、その幅寸法、換言
すると、第二信号端子保持部６３Ｂの内壁面同士の距離が、第二レセプタクル信号端子８
０の被保持部８１の板厚寸法よりも大きく形成されている。また、上記幅寸法は、端子配
列方向における第二レセプタクル信号端子８０の突部８２の突出頂面と舌片８３の外側の
板面（Ｙ２側の板面）との距離よりも若干大きくなっている。
【０１０８】
　上述のような寸法関係のもとで、端子配列方向において、突部７２，８２の突出頂面と
これに対面する信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂの内壁面との間、そして、舌片７３，８３
の上記板面とこれに対面する信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂの内壁面との間には、隙間が
形成されている。このように、信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂの端子配列方向での寸法を
若干大きく設定しておくことにより、レセプタクルハウジング６０へのレセプタクル信号
端子７０，８０の取付けの際に、被保持部７１，８１、突部７２，８２及び舌片７３，８
３を信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂ内に容易にもたらすことができる。
【０１０９】
　既述したように、本実施形態では、レセプタクル信号端子７０，８０の突部７２，８３
及び舌片７３，８３が、信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂの内壁面に当接可能となっている
ので、突部７２，８３の突出頂面及び舌片７３，８３の板面と信号端子保持部６３Ａ，６
３Ｂの内壁面との間に隙間が存在していても、該信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂ内で被保
持部７１，８１がその板厚方向（Ｘ軸方向）でほとんど傾斜することがなく正規位置で保
持される。この結果、レセプタクル信号端子７０，８０全体も傾斜することがなく正規位
置に維持されるので、プラグ信号端子４０との良好な接触状態が確保され、信号伝送特性
の低下を回避できる。
【０１１０】
　また、本実施形態では、突部７２，８２は被保持部７１，８１における上下方向での二
位置に設けられている。このように突部７２，８２を上下方向での複数位置に設けること
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により、信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂ内にて被保持部７１，８１をより安定させて正規
位置に維持することができる。また、舌片７３，８３は、上下方向にて、互いに隣接する
突部７２，８２の間の位置に設けられている。したがって、突部７２，８２及び被保持部
７１，８１が上下方向で交互に配置され、これによって、信号端子保持部６３Ａ，６３Ｂ
内にて被保持部７１，８１をさらに確実に安定させて正規位置に維持することができる。
【０１１１】
　弾性変位許容溝部６３Ｃ，６３Ｄのうち、図３にてＸ１側に位置する第一弾性変位許容
溝部６３Ｃは、第一信号端子保持部６３Ａの下方にて上下方向に延びており、該第一信号
端子保持部６３Ａと連通している。該第一弾性変位許容溝部６３Ｃは、コネクタ幅方向に
て突壁６５のＸ１側に位置する側面から没するとともに上下方向に延びて貫通する溝状に
形成されており、第一レセプタクル信号端子７０の接触腕部７７，７８のＸ２側の部分を
収容している。
【０１１２】
　第一弾性変位許容溝部６３Ｃの溝底は、図３に見られるように、該第一弾性変位許容溝
部６３Ｃの上端から上下方向中間位置までの範囲では、下方へ向かうにつれてＸ２側へ傾
斜するように延びており、該中間位置から下端までの範囲にでは、傾斜することなく下方
へ延びている。したがって、上記溝底と接触腕部７７，７８との間には、コネクタ幅方向
にて隙間が形成されている。第一弾性変位許容溝部６３Ｃは、上記隙間によって接触腕部
７７，７８の弾性変位を許容している。
【０１１３】
　弾性変位許容溝部６３Ｃ，６３Ｄのうち、図３にてＸ２側に位置する第二弾性変位許容
溝部６３Ｄは、既述した第一弾性変位許容溝部６３Ｃをコネクタ幅方向で対称をなす形状
で形成されている。該第二弾性変位許容溝部６３Ｄは、第二レセプタクル信号端子８０の
接触腕部８７，８８のＸ１側の部分を収容している。また、該第二弾性変位許容溝部６３
Ｄは、コネクタ幅方向で第二弾性変位許容溝部６３Ｄの溝底と接触腕部８７，８８との間
に形成される隙間によって該接触腕部８７，８８の弾性変位を許容している。
【０１１４】
　上方収容部６３Ｅは、端子配列方向（Ｙ軸方向）でのレセプタクル信号端子７０，８０
の位置にて、図３に見られるように、レセプタクルハウジング６０の中間部６２の上面か
ら没するとともに、コネクタ幅方向（Ｘ軸方向）で第一信号端子保持部６３Ａの位置から
上記中間部６２の左端（Ｘ２側の端部）まで延びる範囲にわたって形成されている。端子
配列方向で隣接する上方収容部６３Ｅの間には、コネクタ幅方向での中間部６２の左端側
の位置で中間部６２の上面から上方へ起立する上方隔壁６６が形成されている。中間部６
２に形成された全ての上方収容部６３Ｅは、端子配列方向に見て上方隔壁６６を除いた範
囲で端子配列方向に連通している。該上方収容部６３Ｅ内に収容された第一レセプタクル
信号端子７０の延長部７５及び第二レセプタクル信号端子８０の延長部８５の上横部８５
Ａは、図３に見られるように、上下方向にて上方隔壁６６の範囲内に位置している。その
結果、延長部７５及び上横部８５Ａは、上方隔壁６６によって端子配列方向での移動が規
制されている。
【０１１５】
　側方収容部６３Ｆは、端子配列方向でのレセプタクル端子７０，８０の位置にて、図３
に見られるように、レセプタクルハウジング６０の中間部６２のＸ２側の側面から没する
とともに、上下方向にて上方収容部６３Ｅの下端から上記中間部６２の下端寄り位置まで
延びる範囲にわたって形成されている。端子配列方向で隣接する側方収容部６３Ｆの間に
は、中間部６２の下端側の位置で中間部６２の側面からＸ２側へ起立する側方隔壁６７が
形成されている。中間部６２に形成された全ての側方収容部６３Ｆは、端子配列方向に見
て側方隔壁６７を除いた範囲にて端子配列方向に連通している。該側方収容部６３Ｆ内に
収容された第二レセプタクル信号端子８０の延長部８５の縦部８５Ｂは、図３に見られる
ように、コネクタ幅方向（Ｘ軸方向）にて側方隔壁６７の範囲内に位置している。その結
果、縦部８５Ｂは、側方隔壁６７によって端子配列方向での移動が規制されている。
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【０１１６】
　レセプタクルハウジング６０のレセプタクル電源端子収容部（図示せず）は、レセプタ
クル電源端子９０，１００の被保持部９１，１０１を保持するレセプタクル電源端子保持
部と、該レセプタクル電源端子９０，１００の接触腕部９４，１０４の一部を収容する弾
性変位許容溝部と、第一レセプタクル電源端子９０の延長部９２及び第二レセプタクル電
源端子１００の延長部１０２の横部１０２Ａを収容する上方収容部と、第二レセプタクル
電源端子１００の延長部１０２の縦部１０２Ｂを収容する側方収容部とを有している。
【０１１７】
　上記レセプタクル電源端子保持部及び該レセプタクル電源端子保持部の下方に位置する
上記弾性変位許容溝部は、レセプタクルハウジング６０のレセプタクル側受入部６４を形
成する内壁面のうち、コネクタ幅方向（Ｘ軸方向）にて突壁６５の両側面と対面する二つ
の壁面（コネクタ幅方向で突壁６５の両側に位置する壁面）から没して、上下方向に延び
る溝状に形成されている。つまり、該二つの壁面のそれぞれにて、上記レセプタクル電源
端子保持部と上記弾性変位許容溝部とが、上下方向に連続する一つの溝部をなしている。
コネクタ幅方向でＸ１側に位置する該溝部では、第一レセプタクル電源端子９０の被保持
部９１が圧入保持されるとともに、第一レセプタクル電源端子９０の接触腕部９４が弾性
変位可能に収容される。一方、コネクタ幅方向でＸ２側に位置する該溝部では、第二レセ
プタクル電源端子１００の被保持部１０１が圧入保持されるとともに、第二レセプタクル
電源端子１００の接触腕部１０４が弾性変位可能に収容される。
【０１１８】
　上記レセプタクル電源端子収容部の上記上方収容部及び上記側方収容部は、既述した上
記レセプタクル信号端子収容部６３の上方収容部６３Ｅ及び側方収容部６３Ｆを端子配列
方向で幅広としたような形状をなしている。また、上記上方収容部及び上記側方収容部に
収容されたレセプタクル電源端子９０，１００の延長部９２，１０２は、既述したレセプ
タクル信号端子７０，８０と同様に、中間部６２に設けられた隔壁によって端子配列方向
での移動が規制されている。
【０１１９】
　このような構成のレセプタクルコネクタ２は、次の要領で製造される。まず、レセプタ
クルハウジング６０のレセプタクル信号端子収容部６３へ第二レセプタクル信号端子８０
を上方から挿入する。この結果、第二レセプタクル信号端子８０の被保持部８１が第二信
号端子保持部６３Ｂに圧入され、該第二レセプタクル信号端子８０がレセプタクル信号端
子収容部６３で収容保持される。
【０１２０】
　また、レセプタクルハウジング６０のレセプタクル電源端子収容部（図示せず）へ第二
レセプタクル電源端子１００を上方から挿入する。この結果、第二レセプタクル電源端子
１００の被保持部１０１がレセプタクル電源端子保持部に圧入され、第二レセプタクル電
源端子１００が上記レセプタクル電源端子収容部に収容保持される。
【０１２１】
　次に、レセプタクルハウジング６０のレセプタクル信号端子収容部６３へ第一レセプタ
クル信号端子７０を上方から挿入する。この結果、第一レセプタクル信号端子７０の被保
持部７１が第一信号端子保持部６３Ａに圧入され、該第一レセプタクル信号端子７０がレ
セプタクル信号端子収容部６３で収容保持される。
【０１２２】
　また、レセプタクルハウジング６０のレセプタクル電源端子収容部（図示せず）へ第一
レセプタクル電源端子９０を上方から挿入する。この結果、第一レセプタクル電源端子９
０の被保持部９１がレセプタクル電源端子保持部に圧入され、第一レセプタクル電源端子
９０が上記レセプタクル電源端子収容部に収容保持される。
【０１２３】
　このようにして、レセプタクル端子７０，８０，９０，１００をレセプタクルハウジン
グ６０に取り付けることによりレセプタクルコネクタ２が完成する。
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【０１２４】
　次に、プラグコネクタ１とレセプタクルコネクタ２との嵌合接続動作について説明する
。まず、プラグコネクタ１を回路基板Ｐ１の実装面に半田接続して実装するとともに、レ
セプタクルコネクタ２を回路基板Ｐ２の実装面に半田接続して実装する。次に、図１及び
図３に見られるように、プラグコネクタ１の嵌合部３１が上方へ向いた姿勢で配置し、レ
セプタクルコネクタ２をレセプタクル側受入部６４が下方に開口した姿勢にして、プラグ
コネクタ１の上方にもたらす。そして、レセプタクルコネクタ２を下方へ移動させること
によりプラグコネクタ１との嵌合接続を開始する。
【０１２５】
　コネクタ嵌合過程では、プラグコネクタ１の嵌合部３１がレセプタクルコネクタ２のレ
セプタクル側受入部６４内へ下方から進入するとともに、レセプタクルコネクタ２の突壁
６５がプラグコネクタ１のプラグ側受入部３４内へ上方から進入する。この結果、プラグ
コネクタ１のプラグ信号端子４０の信号用接触部４３が、レセプタクル信号端子７０，８
０の信号用接触部７７Ｂ－１，７８Ｂ－１に当接して接触腕部７７，７８を弾性変位させ
る（図４参照）。また、プラグコネクタ１のプラグ電源端子５０の信号用接触部５３が、
レセプタクル電源端子９０，１００の電源用接触部９４Ａ，１０４Ａに当接して接触腕部
９４，１０４を弾性変位させる。
【０１２６】
　さらに、コネクタ嵌合過程が進行し、図４に見られるように、プラグコネクタ１の嵌合
部３１がレセプタクルコネクタ２のレセプタクル側受入部６４の奥部に到達するとともに
、レセプタクルコネクタ２の突壁６５がプラグコネクタ１のプラグ側受入部３４の奥部に
到達することにより、プラグコネクタ１とレセプタクルコネクタ２とが嵌合接続状態とな
り、コネクタ嵌合接続動作が完了する。コネクタ嵌合接続状態にて、レセプタクル信号端
子７０，８０の接触腕部７７，７８の弾性変位状態は維持されており、プラグ信号端子４
０の信号用接触部４３とレセプタクル信号端子７０，８０の信号用接触部７７Ｂ－１，７
８Ｂ－１とが接圧をもって接触する。また、レセプタクル電源端子９０，１００の接触腕
部９４，１０４の弾性変位状態は維持されており、プラグ電源端子５０の信号用接触部５
３とレセプタクル電源端子９０，１００の電源用接触部９４Ａ，１０４Ａとが接圧をもっ
て接触する。この結果、プラグ端子４０，５０とレセプタクル端子７０，８０，９０，１
００とが電気的に導通する。
【０１２７】
　コネクタ嵌合直前やコネクタ嵌合接続状態において、プラグコネクタ１とレセプタクル
コネクタ２との嵌合位置が必ずしも端子配列方向及びコネクタ幅方向で正規位置となると
は限らず、これらの方向でずれることがある。本実施形態では、コネクタ１，２同士のず
れは、プラグ端子４０，５０の弾性部４５，５５の弾性変位のもとで、可動ハウジング３
０がずれの方向へ向けて移動する、いわゆるフローティングにより吸収される。
【０１２８】
　また、コネクタ抜出時にて、プラグコネクタ１に対して嵌合接続状態にあるレセプタク
ルコネクタ２をコネクタ抜出方向、すなわち上方（Ｚ１方向）へもち上げると、プラグ端
子４０，５０には、レセプタクル端子７０，８０，９０，１００との摩擦等に起因して上
方へ向けた外力が作用する。この結果、プラグコネクタ１の可動ハウジング３０は、プラ
グ端子４０，５０の弾性部４５，５５の弾性変位を伴いながら上方へ所定量移動するが、
該可動ハウジング３０の被規制部３６の被規制面３６Ａが固定ハウジング２０の規制部２
２Ｂの規制面２２Ｂ－１に下方から当接することにより、該所定量以上の移動が規制され
る。したがって、固定ハウジング２０ひいてはプラグ端子４０，５０がそれ以上もち上げ
られることはなく、回路基板Ｐ１の実装面からプラグ端子４０，５０の接続部４１，５１
が剥離してプラグコネクタ１が外れることが防止される。
【０１２９】
　しかし、可動ハウジング３０の被規制部３６の被規制面３６Ａが固定ハウジング２０の
規制部２２Ｂの規制面２２Ｂ－１に下方から当接する力が過剰に大きい合、固定ハウジン
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グ２０が上方へもち上がってしまうおそれがある。本実施形態では、プラグ電源端子５０
の被保持部５２が、固定ハウジング２０の被係止部２１Ｃに対して上下方向で係止可能な
係止部５２Ｂを有している。したがって、固定ハウジング２０がもち上がってしまった場
合であっても、プラグ電源端子５０の係止部５２Ｂの係止面５２Ｂ－１が固定ハウジング
２０の被係止部２１Ｃの被係止面２１Ｃ－１に対して上方から当接して係止することによ
り、その係止力で、上方へ向けた上記外力に対抗することができる。この結果、回路基板
Ｐ１の実装面からのプラグ端子４０，５０の接続部４１，５１の剥離ひいてはプラグコネ
クタ１の外れをより確実に防止できる。
【０１３０】
　また、上記係止部５２Ｂはプラグ電源端子５０に設けられているので、従来のように、
コネクタ抜出方向での外力に対抗するための金具を、端子配列範囲外に別途設ける必要が
なく、プラグコネクタ１が端子配列方向で大型化することはない。
【０１３１】
　本実施形態では、プラグ電源端子５０の係止部５２Ｂは端子幅方向にて二つ設けられる
こととしたが、係止部の数はこれに限られず、例えば、三つ以上であってもよく、また、
係止面の面積を十分に確保できるのであれば一つであってもよい。
【０１３２】
　本実施形態では、レセプタクル信号端子７０，８０において、被保持部７１，８１の一
方の板面側に設けられる第一当接部を突部７２，８２とし、他方の板面側に設けられる第
二当接部を舌片７３，８３としたが、第一当接部及び第二当接部の形態はこれに限られな
い。例えば、第一当接部及び第二当接部の両方を突部としてもよく、また、第一当接部及
び第二当接部の両方を舌片としてもよい。
【０１３３】
　また、本実施形態では、上下方向での各位置につき二つずつ設けられていることとした
が、突部の数はこれに限られず、一つであってもよく、三つ以上であってもよい。また、
上下方向での各位置に突部を一つだけ設ける場合には、該突部を被保持部の幅方向（Ｘ軸
方向）に延びた形状としてもよい。このような形状とすることにより該突部の突出頂面の
面積、換言すると、端子保持部の内壁面に当接可能な面積を大きくすることができ、レセ
プタクル信号端子の姿勢をより安定させやすくなる。
【０１３４】
　本実施形態では、突部７２，８２が上下方向での二箇所に設けられ、舌片７３，８３が
上下方向での一箇所に設けられることとしたが、突部及び舌片を設ける上下方向での位置
の数はこれに限られず、さらに増やしてもよい。これによって、レセプタクル信号端子の
姿勢をよりさらに安定させやすくなる。
【符号の説明】
【０１３５】
　１　プラグコネクタ　　　　　　　　　　　５３　電源用接触部
　２　レセプタクルコネクタ　　　　　　　　６０　レセプタクルハウジング
　１０　プラグハウジング　　　　　　　　　６３Ａ　第一信号端子保持部
　２０　固定ハウジング　　　　　　　　　　６３Ｂ　第二信号端子保持部
　２１Ｃ　被係止部　　　　　　　　　　　　７０　第一レセプタクル信号端子
　２２　固定側端壁　　　　　　　　　　　　７１　被保持部
　３０　可動ハウジング　　　　　　　　　　７２　突部（第一当接部）
　４０　プラグ信号端子　　　　　　　　　　７３　舌片（第二当接部）
　４１　信号用接続部　　　　　　　　　　　７７　長接触腕部
　４２　固定側被保持部　　　　　　　　　　７７Ｂ－１　信号用接触部
　４３　信号用接触部　　　　　　　　　　　７８　短接触腕部
　４４　可動側被保持部　　　　　　　　　　７８Ｂ－１　信号用接触部
　４５　信号用弾性部　　　　　　　　　　　８０　第二レセプタクル信号端子
　４５Ａ　下側湾曲部　　　　　　　　　　　８１　被保持部
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　４５Ｂ　上側湾曲部　　　　　　　　　　　８２　突部（第一当接部）
　５０　プラグ電源端子　　　　　　　　　　８３　舌片（第二当接部）
　５１　電源用接続部　　　　　　　　　　　Ｐ１　回路基板
　５２　固定側被保持部　　　　　　　　　　Ｐ２　回路基板
　５２Ｂ　係止部
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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